
高崎市在住の保護者の皆様へ 

 

認定こども園（１号認定）の「預かり保育」の無償化に係る手続きについて 

 
 

預かり保育の無償化の対象となるのは、１号認定を受けて認定こども園を利用するお子さんのう

ち、保育の必要性の認定（施設等利用給付認定）を受けた方です。 

※満３歳児クラス（３歳になってから最初の３月３１日までの間のお子さん）については、これに加

え、保護者が市町村民税非課税世帯であることが要件です。 
 

【保育の必要性の認定（施設等利用給付認定）を受けられる方】 

　「保育の必要性の認定（施設等利用給付認定）」を受けるには、次の２つの要件を満たす必要があり

ます。 

①預かり保育の利用開始日において、本市に居住していること。 

②保護者が次の保育を必要とする事由のいずれかに該当していること。 
 

【保育の必要性の認定の手続き】 

　認定申請の手続きは、預かり保育を利用する施設を通じて行います。なお、既に保育の必要性の 

認定（施設等利用給付認定）を受けている方も毎年の手続きが必要となり、手続きが無い場合、預か 

り保育の利用料無償化の対象外となります。 

◇ 認定申請関係書類配布場所：預かり保育を利用する施設 

◇ 申込書提出場所：預かり保育を利用する施設 

施設の指定する日までに、以下の提出書類を施設に提出してください。 

 

提出書類 

認定申請にあたっては、次の書類が必要です。 

※次のうち「 」のついた書類は、高崎市の指定様式です。高崎市ホームページ（保育課ページ）

内でダウンロードできます。 

　　　 

 

 

 

 

 ■　「預かり保育」の無償化の対象者について

 ■　保育の必要性の認定について

 ・１か月に４８時間以上の就労をしている（産前・産後休業及び育児休業を含む） 

・妊娠中、または出産後である 

（出産前２か月から出産後２か月の間 ※多胎児の場合は、出産前４か月から出産後２か月の間） 

・病気やけが、または心身の障害による 

・同居または長期入院等の親族の介護・看護にあたっている 

（１か月に４８時間以上の介護・看護） 

・火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている 

・仕事を継続的に探している（認定は 90 日間） 

・学校に在学している、または職業訓練を受けている 

（１か月に４８時間以上の就学・訓練） 

・その他上記以外の事由により、保育が必要な状態（虐待や DV を受けている等）で　　　

あると認められる

 

（１）「子育てのための施設等利用給付認定申請書（法第 30 条の 4 第 2 号・第 3 号）兼現況届」 

（２）保育が必要であることを証する書類 

次の表に区分した保護者等の状況により、必要な書類を（１）の様式に添付してください。 

父母（ひとり親家庭は父または母。）分が必要です。 

 

 
 

月ごとに「利用した預かり保育の利用料」と「４５０円×利用した日数」で計算された額とを比較

して少ないほうの額（上限 11,300 円（満３歳児については 16,300 円））が無償化の対象となり、

利用料から無償化の対象額が差し引かれて請求されます。 

〔算定のイメージ〕 

 
 

　市外の施設を利用の場合は、施設によって利用料の取り扱いが異なります。上記の方法のほか、一

旦施設へ利用料全額をお支払いいただき、無償化の対象額相当額を保護者あてに高崎市より給付す

る方法もありますので、利用される施設へお問い合わせください。 

---------------------------------------------------------------------- 

 

お問い合わせ先　　　高崎市役所　福祉部　保育課入所担当　☎　027-321-1246　（課直通） 

 

 

 保護者等の状況 提　出　書　類

 

就労・就労予定

「就労証明書」市指定様式（ＤＬ可） 
〔添付書類〕 
・就労は、継続的に収入を伴う労働です。無収入の労働は該当しません。 
・育児休業中に新規入園し、同時に申請する場合は 

「保育を必要とする申立書」市指定様式（ＤＬ可） 
・育児・介護休業法に基づく育児休業の適用を受けられない自営業者等の方で、

お子さんが生まれた日から満１歳のお誕生日の年度末までの間、育児のために

お休みをする場合は「みなし育児休業届出書」市指定様式（ＤＬ可） 
・就労状況の確認のため、必要な場合は上記以外の添付書類を求めることがあり

ます。

 

求職中・出産

「求職・出産要件に関する申立書」　市指定様式（ＤＬ可） 
・求職要件の場合、認定期間は３か月（９０日）です。 
・出産要件の場合、認定期間は出産前２か月から出産後２か月（多胎児の場合、

出産前４か月から出産後２か月。）です。

 傷病・障害 「診断書」　市指定様式（ＤＬ可）

 介護・看護 「診断書（介護・看護用）」　市指定様式（ＤＬ可）

 就学 在学証明書（入学決定通知）と時間割　※各学校等で発行

 その他 保育課までご相談ください。

 ■　無償化の対象となる預かり保育の利用料について

 利用料 利用日数 上限額 無償化の対象額 実質負担額

 4,000 円 10 日 4,500 円 4,000 円 0 円

 9,500 円 20 日 9,000 円 9,000 円 500 円

 ■　市外の施設を利用される場合の無償化（給付）について

高崎市ホームページ（保育課ページ） 

※申請書類一覧の「保育が必要であることを証

する書類」をご確認ください。

新２・３号認定希望者用



 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個人番号カード 通知カード

 

 
＊記載事項が最新でない通知カードは、個人番号を証

明する書類として利用できません。

記入上の注意事項と記入例

施設等利用給付認定を申請する場合には、法律の規定に基づき、申請書に個人番号（マイナンバー）の記載

が必要です。下記の事項を確認の上、『子育てのための施設等利用給付認定申請書（法第 30 条の 4 第 2 号・

第 3 号）兼現況届』の作成、提出にご協力をお願いいたします。 

 

（１）個人番号を記入する必要のある人 

保護者（申請者）、認定対象児童 

＊　上記のほか、認定種別が第３号の申請の場合は、生計を一にする保護者（申請者）以外の父または母 

及び生計の中心者（保護者（申請者）及び保護者（申請者）以外の父または母以外で該当者がいる場合 

に限る）の個人番号も記入してください。 

 

（２）個人番号を記入する欄 

記入例のとおり、「個人番号（マイナンバー）」の各欄に正しく転記してください。 

 

（３）保護者の個人番号の確認 

「施設等利用給付認定申請書」の提出時に、記入された保護者の個人番号がご本人の番号であることを 

確認しますので、申請書と一緒に保護者の ①個人番号カード 、②個人番号記載の住民票 、または ③通 

知カード のいずれかを施設に持参してください。 

＊　保護者以外の世帯員の番号確認は行いません。持参いただくのは保護者のもののみです。 

＊　施設で行うのは番号確認のみです。申請書やカードをコピーしたり、その他の手続きに利用するこ 

とはありません。 

＊　令和２年５月２５日より通知カードは廃止になりましたが、カードの内容に変更がない場合や正し 

く変更手続きを行っている場合は、廃止後も個人番号の証明書類として利用できます。 

 

（４）提出が省略可能な書類等 

個人番号（マイナンバー）を記入していただくことで、次の書類の提出が不要になります。 

・　令和７年 1 月 1 日時点で高崎市に住民登録がない方の市町村民税（住民税）額を証する書類の写し

個人番号の記入と番号確認について

記入例表面 記入例裏面

＊　太枠内の項目を黒ボールペンでもれなく記入してください。 

＊　保育を必要とする事由に応じて、それらを証する書類の提出が必要です。（本リーフレット表面又は申請書裏面を確認してください。） 

＊　認定種別について、３歳児クラス以上は第 2 号、満３歳児クラスで保護者が市町村民税非課税世帯である場合は第 3 号に☑してください。 

〒 370 － ℡

８ 年 〇 月 × 日

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

同居していない理由 　 死別 ・ 離婚 ・離婚調停中・ 単身赴任  ・ 未婚 ・ その他 （理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　　　　　　年　　　　月　　　　日

※死別の場合、氏名・個人番号（マイナンバー）は記入不要。離婚・離婚調停中・未婚の場合、個人番号（マイナンバー）は記入不要。

添付書類　（以下の中から該当する書類を添付して下さい。父母（ひとり親家庭は父又は母）の分が必要です。）

1

2

3 傷病・障害をお持ちの方

4 親族の介護・看護をしている方

5 求職中の方

6 学校に在学中の方

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部を利用する(予定含む)方は記入して下さい。
△△△△ (　　　)

　高崎市××町〇〇ー〇

利用開始（予定）日 令和

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

父または母が申請に係る子どもと同居していない場合、その状況について記入してください。

フ　リ　ガ　ナ

同居していない者の氏名

生年月日 　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
個　人　番　号

（マイナンバー）

上記の理由となった年月日

就労中の方（産前・産後休業及び育児休業を含む）
就労を予定している方

「就労証明書」　※本市指定様式
〔添付書類〕

　・育児休業中に新規入所（園）し、同時に申請する場合は、
　　「保育を必要とする申立書」　※本市指定様式

　・自営業者等の方で、みなし育児休業の適用を受けたい場合は、

　　「みなし育児休業届出書」　※本市指定様式

出産前後の方（出産２か月前から出産２か月後まで）
＊多胎児の場合は、出産４か月前から

「求職・出産要件に関する申立書」　※本市指定様式

「診断書」　※本市指定様式

「診断書（介護・看護用）」　※本市指定様式

「求職・出産要件に関する申立書」　※本市指定様式

在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)及び時間割表

施設名
所在地

〇〇こども園

施設名
利用するサービス

の種類
所在地 利用開始（予定）日

認可外  ・  一時預かり

病児保育・子育て援助活動
　　　　年　　月　　日

認可外  ・  一時預かり

病児保育・子育て援助活動
　　　　年　　月　　日

認可外  ・  一時預かり

病児保育・子育て援助活動
　　　　年　　月　　日

認可外  ・  一時預かり

病児保育・子育て援助活動
　　　　年　　月　　日

住所


